
○
財
務
省
告
示
第
百
十
三
号

関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
百
二
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
輸
出
統
計
品
目
表
及
び
輸
入

統
計
品
目
表
を
定
め
る
等
の
件
（
昭
和
六
十
二
年
六
月
大
蔵
省
告
示
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
五
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
以

後
統
計
に
計
上
さ
れ
る
貨
物
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
輸
入
統
計
品
目
表
第
五
〇
〇
一
・
〇
〇
号
及
び
同
表
第

五
〇
〇
二
・
〇
〇
号
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
同
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
日
以
後
統
計
に
計
上
さ
れ
る
貨
物
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

財
務
大
臣

額
賀
福
志
郎

輸
入
統
計
品
目
表
第
二
九
〇
九
・
一
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
9
0
9
.
1
9

－
－
そ
の
他
の
も
の

0
1
0

－
－
－
エ
チ
ル
－
タ
ー
シ
ャ
リ
－
ブ
チ
ル
エ
ー
テ
ル
の
う
ち
バ

イ
オ
マ
ス
（
動
植
物
に
由
来
す
る
有
機
物
（
原
油
、
石

油
ガ
ス
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
並
び
に
こ
れ
ら

か
ら
製
造
さ
れ
る
製
品
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
か
ら

製
造
し
た
エ
タ
ノ
ー
ル
を
原
料
と
し
て
製
造
し
た
も
の



で
あ
る
旨
が
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
も
の

Ｋ
Ｌ

Ｋ
Ｇ

0
9
0

－
－
－
そ
の
他
の
も
の

Ｋ
Ｇ

輸
入
統
計
品
目
表
第
五
〇
〇
一
・
〇
〇
号
中
「関

税
割
当
制
度
に
よ
る
数
量

」
の
下
に
「（

第
5
0
0
2
.
0
0
号
に
お
い

て
「
共
通
の
限
度
数
量
」
と
い
う
。
）

」
を
加
え
る
。

輸
入
統
計
品
目
表
第
五
〇
〇
二
・
〇
〇
号
中
「独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
が
生
糸
の
輸
入
に
係
る
調
整
等

に
関
す
る
法
律
第
２
条
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
輸
入
す
る
も
の
及
び
絹
業
を
営
む
者
又
は
そ
の

団
体
が
同
法
第
1
1
条
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
て
輸
入
す
る
も
の

」
を
「共

通
の
限
度
数
量
以
内
の

も
の

」
に
、
「品

位
が
２
Ａ
格
の
も
の
」
を
「農

林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
２
条

第
３
項
に
規
定
す
る
日
本
農
林
規
格
に
定
め
る
生
糸
の
２
Ａ
の
等
級
の
も
の

」
に
改
め
る
。


